
 

 

 

第 23回弟子屈町農業委員会総会議事録 

 

令和４年５月 27日 

午前 10時 00分～午前 10時 31分 

 

○ 出席委員 

 

塩沢 稔宏    新木  栄    元山 義久    上西  透 

岡林 牧人    齋木  弥    吉田 真利子   鈴木 和幸 

江上 真一    小林  武    八幡 健誠    渡邉 雄一郎 

 

 

 

○ 欠席委員 

 

 

 

○ 議  件 

 

議案第 88号 農地法第３条の規定による許可申請について 

 

議案第 89号 農地法第５条の規定による許可申請について 

 

議案第 90号 農業経営基盤強化促進法第 18条の規定による農用地利用集積計画の決定 

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議 長  それでは、ただいまより第 23 回弟子屈町農業委員会総会を開催いたします。ま

ず日程１、議事録署名委員の指名については、１番吉田委員さん、２番元山委員さ

ん、よろしくお願い致します。日程２、会期の決定でございますが、本日１日限り

としてよろしいでしょうか。 

 

 

各 委 員  異議無し。 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

元 山 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 はい、異議無し。という事で本日１日限りと致します。日程３、諸般報告でござ

いますが、本日全員出席となっております。次日程４、会務の報告。局長より、お

願いいたします。 

 

 

 それでは私の方から第 22 回農業委員会総会からの会務についてご報告申し上げ

ます。まず整理番号１番ですが、４月 27日に第 22回農業委員会総会がここ委員会

室にて開催されており、委員 11 名と事務局で出席しております。続きまして整理

番号２番ですが、５月 11 日に農用地利用調整会議ならびに現地調査が旧昭栄小学

校と仁多交流センターで第１ブロックの委員さんと事務局とで実施しております。

続きまして整理番号３番ですが、５月 13 日に現地調査が美留和交流センターで第

３ブロックの委員さんと事務局とで実施しております。最後になりますが、整理番

号４番ですが、５月 17日から 19日の期間で令和４年度農業者年金業務新任職員研

修会が札幌市で開催され、事務局で出席しております。以上簡単ではございますが、

会務報告とさせていただきます。 

 

 

 はい、ありがとうございました。次日程５、報告第 46 号、農用地等の利用調整

会議の結果について。日程６、報告第 47 号、農用地等の利用調整会議の結果につ

いて。一括、元山委員さん。よろしくお願いします。 

 

 

２番元山です。農用地等の利用調整結果について報告第 46号ならびに 47号を一

括して報告いたします。５月 11日、午前 10時から旧昭栄小学校にて、利用調整会

議を開催いたしました。調整委員の出席者は、塩沢会長、鈴木委員、私と事務局で

ございます。候補者の出席者につきましては、○○○○氏、○○○○氏、○○○○氏、

○○○○氏、○○○○、○○○○の○名です。事務局の説明のあと、調整を行いまし

た。○○さんは拠点近隣農地であることから確認のための出席であり購入希望はな

く、○○○○氏は今まで利用していた農地であることから購入意思があるため、○

○○○氏で決定しております。金額についてはすでに希望価格に応じ○○○○さん

農地は○○○○円で、○○○○さんの農地は○○○○円で価格調整を終了しており

ます。申出者の○名にも会議の終了後、今の内容を説明したところ了承されました

ので決定しております。以上、簡単ではございますが、利用調整結果の報告といた

しますのでよろしくお願いいたします。 

 

 

 はい、ありがとうございました。ただいま、元山委員さんの方から報告がござい

ました。報告第 46号、報告第 47号について、ご意見ございますか。よろしいです

か。 

 



各 委 員 

 

 

議 長 

 

 

 

江 上 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

各 委 員 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 異議なし。 

 

 

 はい、異議なしという事で、決定をさせていただきます。次日程７、報告第 48号、

農用地等の利用調整会議の結果について。そして日程８、報告第 49 号、農用地等

の利用調整会議の結果について。一括、４番江上委員さん、よろしくお願いします。 

 

 ４番、江上です。農用地等の利用調整結果について報告第 48及び 49号を一括し

てご報告いたします。５月 11日、午前 11時から仁多交流センターにて、利用調整

会議を開催しております。調整委員の出席者は、塩沢会長、鈴木委員、元山委員、

私と事務局です。候補者の出席者につきましては、○○○○氏、○○○○氏、○○○

○氏、○○○○氏、○○○○、○○○○の○名です。事務局の説明のあと、調整を行

いました。○名とも購入意思の確認がとれ、○○○○さん所有農地は調整結果、○

○○○で決定しております。○○○○さん所有農地についても調整を行いましたが、

資金調達などの理由により今回の調整は不調に終わっております。今後について

は、農地保有合理化事業による買入協議の申請を行う予定で準備を進めます。以上、

簡単ではございますが、利用調整結果の報告といたしますので、よろしくお願いい

たします。 

 

 

 はい、ありがとうございました。ただ今、江上委員さんの方から報告がございま

した。報告第 48号、報告第 49号について。何かご質問ございますか。よろしいで

すか。 

 

 

 異議なし。 

 

 

はい、異議なしという事で、報告 48 号、49 号を決定させていただきます。次日

程９、報告第 50号、農地法第 18条第６項の規定による通知書の提出について。事

務局説明お願いします。 

 

 

はい、それではご説明させていただきます。総会資料６ページをお開き願いたい

と思います。報告第 50号、農地法第 18条第６項の規定による通知書の提出につい

て。下記農地について、合意による解約があったので報告する。令和４年５月 27日

提出。弟子屈町農業委員会会長。今回、合意解約が１件ありましたのでご報告させ

ていただきます。 

番号１番、所在は○○○○○○○○ほか３筆の計４筆。公簿地目は畑、原野なら

びに山林。現況地目は全て畑となっております。面積は合計で○○○○平方メート

ル。貸付人は、○○○○○○○○、○○○○氏。借受人は○○○○○○○○、○○○

○氏となってございます。合意解約日は令和４年５月 16日、契約期間は平成 26年

５月 26日から令和６年５月 25日の契約となってございました。以上簡単ではござ

いますが、報告第 50号の説明とさせて頂きます。よろしくお願いします。 

 

 

はい、ありがとうございました。報告第 50 号について事務局の説明が終わりま

した。何かご質問ございますか。よろしいですか。 

 

 



各 委 員 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

渡 邉 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

各 委 員 

 

 

議 長 

 

 

 

 

異議なし。 

 

 

異議なし、ということで、報告第 50 号を報告済みとさせていただきます。次日

程 10、議案第 88 号、農地法第３条の規定による許可申請について。事務局説明お

願いします。 

 

 

はい、それでは説明させていただきます。こちらは総会資料７ページをお開きく

ださい。議案第 88 号「農地法第３条の規定による許可申請について。農地法第３

条の規定による、農地等の権利設定および移転の許可申請があった下記のものにつ

いて、議決を求める。令和 4 年５月 27 日提出。弟子屈町農業委員会会長。今回は

１件の申請がありましたので、ご説明させていただきます。 

申請番号 1番、権利種別は賃借権。所在は、○○○○○○○○ほか２筆の計３筆。

公簿現況地目は全て畑となっております。面積は合計で○○○○平方メートル。貸

付人は、○○○○○○○○、○○○○氏。借受人は、○○○○○○○○、○○○○氏。

申請事由については、貸付人は、借受人の希望により貸し付ける。借受人は、経営

拡大のため、経営地を借り受けるとなっております。契約の種類は賃貸借となって

おります。申請地の位置図につきましては、次の８ページをご参照ください。 

農地法第３条調査書につきましては、別添資料のとおりとなっており、いずれも

問題なしと判断しております。以上、簡単ではございますが、議案第 88 号の説明

といたします。ご審議の上ご決定たまわりますよう、よろしくお願いいたします。 

 

 

はい、ありがとうございました。事務局の説明が終わりましたので、ここで現地

委員さんの報告をお願い致します。９番渡邉委員さんよろしくお願いします。 

 

 

９番渡邉です。申請番号１番についての現地調査を、５月 13 日に、齋木委員、

吉田委員、私と事務局で実施しております。上西委員は所用のため欠席しておりま

す。内容は○○○○氏が管理されていた農地を、○○○○氏が利用する農地法３条

の申請です。○○○○氏は原野地区に種芋畑がありましたが農地売買により、縮小

したことにより、農地確保が必要になったため今回の申請となっております。申請

地は○○○○氏が利用していたため問題はなく、今後借り受ける○○氏も農地確保

が図れることから問題なしとしております。以上簡単ではございますが、現地調査

の報告といたします。 

 

 

 はい、ありがとうございました。現地委員さんの報告が終わりましたので、質疑

を受けたいと思います。何かご質問ございますか。よろしいですか。 

 

 

 異議なし。 

 

 

 はい、異議なしということで、議案第 88 号を決定させていただきます。次日程

11、議案第 89 号、農地放題５条の規定による許可申請について。事務局説明お願

いします。 

 

 



事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

鈴 木 委 員 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

各 委 員 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

はい、それでは議案第 89 号の説明をさせていただきます。総会資料９ページを

ご覧ください。議案第 89 号「農地法第５条の規定による許可申請について」農地

法第５条の規定による、農地等の転用のための利用権設定の許可申請があった下記

のものについて、意見を求める。令和４年５月 27 日提出。弟子屈町農業委員会会

長。今回は申請が１件あり、一時転用の申請となっております。 

申請番号１番、権利は賃貸借、所在、○○○○○○○○、ほか１筆計２筆。公簿、

現況地目ともに畑。転用面積は合計で○○○○平方メートルとなってございます。

貸主は、○○○○○○○○、○○○○氏。借主は、○○○○○○○○、○○○○氏と

なってございます。用途は、遊覧飛行のための観光ヘリポートの設置の一時転用と

なっております。事業費といたしましては、農地貸借料、補償費として○○○○円、

すべて自己資金で賄うとしております。図面につきましては総会資料 10 ページを

ご参照ください。11ページにつきましては、この申請にかかわる意見書案となって

おります。事業計画転用目的につきましては、先の説明のとおり遊覧飛行ヘリポー

トの設置。工事計画期間は、令和４年７月 29日から令和４年８月 31日までとなっ

ています。農地転用に関する許可基準から見た意見としまして、この事業は今年で

６年目となり、昨年と同様の内容で実施することとなっております。その他、許可

基準については、添付書類等で確認しいずれも問題なしとなっております。議決さ

れましたら、北海道農業会議へ意見聴取し、大きな変更がない限り、北海道へ申請

することといたします。以上、議案第 89 号説明とさせていただきます。ご審議の

上ご決定賜りますよう、よろしく願いします。 

 

 

 はい、ありがとうございました。事務局の説明が終わりましたので、ここで現地

委員さんの報告をお願いいたします。７番鈴木委員さんよろしくお願い致します。 

 

 

７番鈴木です。申請番号１番の現地調査を５月 11 日に、塩沢会長、元山委員、

江上委員、私と事務局で実施いたしました。本申請につきましては、○○○○が、

遊覧飛行のヘリポート設置のための一時転用です。この事業は今年で６年目とな

り、事業内容についても今まで同様、土地造成は行わず利用することから、問題な

しと判断いたしました。以上、簡単ではございますが現地調査の報告といたします。 

 

 

 はい、ありがとうございました。現地委員さんの報告が終わりましたので、ここ

で質疑を受けたいと思います。申請番号１番について何かご質問ございますか。 

 

 

 異議なし。 

 

 

異議なし。ということで、決定をさせていただきます。次日程 12、議案第 90号、

農業経営基盤強化促進法第 18条の規定による農用地利用集積計画の決定について。

事務局説明をお願いたします。 

 

 

 説明させていただきます。それでは総会資料 12 頁をお開き願います。議案第 90

号、農業経営基盤強化促進法第 18 条の規定による農用地利用集積計画の決定につ

いて。農業経営基盤強化促進法第 18 条の規定により弟子屈町より決定を求められ

た、下記の農用地利用集積計画について、議決を求める。令和４年 5月 27日提出。

弟子屈町農業委員会会長。今回、権利種別は全て利用権設定となっております。ま



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

た整理番号１番から７番までは新規、それ以降は継続案件となってございます。順

を追ってご説明いたします。 

整理番号１番。所在、○○○○○○○○及び○○○○の２筆。公簿現況地目ともに

畑。面積は、○○○○平方メートル。貸付人は○○○○○○○○、○○○○氏。借受

人は○○○○○○○○、○○○○氏。利用目的は、牧草畑。借賃は○○○○円。期間

は令和４年５月 27 日から令和８年３月 31 日までの約４年間。図面につきまして

は、16頁をご参照ください。 

続きまして整理番号２番。所在、○○○○○○○○ほか２筆の計３筆。公簿現況

地目ともに畑。面積は、○○○○平方メートル。貸付人、○○○○○○○○、○○○

○氏。借受人は○○○○○○○○、○○○○氏。利用目的は牧草畑、借賃は○○○○

円。期間は令和４年５月 27日から令和９年３月 31日までの約５年間となっており

ます。図面につきましては、17頁をご参照願います。 

続きまして整理番号３番。所在、○○○○○○○○および○○○○の２筆。公簿現

況ともに畑。面積は合計で、○○○○平方メートル。貸付人は、○○○○○○○○、

○○○○氏。借受人は、○○○○○○○○、○○○○氏。利用目的は牧草畑。借賃、

○○○○円。期間につきましては、令和４年５月 27日から令和９年３月 31日まで

の約５年間となってございます。図面につきましては、17頁をご参照願います。 

続きまして整理番号４番。所在、○○○○○○○○の 1 筆。公簿、現況地目とも

に畑。面積は、○○○○平方メートル。貸付人、○○○○○○○○、○○○○氏。借

受人は○○○○氏。利用目的は、牧草畑。借賃、○○○○円。期間、令和４年５月

27日から令和９年３月 31日までの約５年間。図面につきましては、18頁をご参照

願います。 

整理番号５番。所在、○○○○○○○○ほか２筆の計３筆。公簿地目は牧場、畑。

現況地目は全て畑となっております。面積は○○○○平方メートル。貸付人は○○

○○氏。借受人は、○○○○○○○○、○○○○氏。利用目的は牧草畑。借賃、○○

○○円。期間は、令和４年５月 27日から令和９年３月 31日までの約５年間。図面

につきましては 18頁をご参照願います。 

整理番号６番。所在、○○○○○○○○の１筆。公簿現況地目ともに畑。面積は、

○○○○平方メートル。貸付人、○○○○○○○○、○○○○氏。借受人は○○○○

氏。利用目的は牧草畑。借賃、○○○○円。期間は、令和４年５月 27日から令和９

年３月 31日までの約５年間。図面につきましては、19頁をご参照願います。 

整理番号７番。所在、○○○○○○○○の１筆。公簿地目は原野、現況地目は畑。

面積は、○○○○平方メートル。貸付人、○○○○○○○○、○○○○氏。借受人は

○○○○氏。利用目的は牧草畑。借賃、○○○○円。期間は、令和４年５月 27日か

ら令和７年３月 31 日までの約３年間。図面につきましては、20 頁をご参照願いま

す。 

整理番号８番。所在、○○○○○○○○および○○○○の２筆。公簿、現況地目と

もに畑。面積は、○○○○平方メートル。貸付人、○○○○○○○○、○○○○氏。

借受人、○○○○○○○○、○○○○氏。利用目的は牧草畑。借賃、○○○○円。期

間は、令和４年５月 27日から令和９年３月 31日までの約５年間。図面につきまし

ては、21頁をご参照願います。 

整理９番。所在、○○○○○○○○の１筆。公簿現況地目ともに畑。面積は○○○

○平方メートル。貸付人、○○○○○○○○、○○○○。借受人は○○○○○○○○、

○○○○氏。利用目的は普通畑。借賃は○○○○円。期間は令和４年５月 27日から

令和９年２月 28 日までの約５年間となっております。図面につきましては、23 頁

をご参照ください。 

整理番号 10番、所在、○○○○○○○○の１筆。公簿、現況地目ともに畑。面積

は、○○○○平方メートル。貸付人、○○○○○○○○、○○○○氏。借受人、○○

○○○○○○、○○○○氏。利用目的は牧草畑。借賃は、○○○○円。期間は、令和

４年５月 27日から令和９年３月 31日までの約５年間。図面につきましては、22頁
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をご参照願います。 

整理番号 11番、所在、○○○○○○○○ほか６筆の計７筆。公簿、現況地目とも

に畑。面積は合計で○○○○平方メートル。貸付人、○○○○○○○○、○○○○氏。

借受人は○○○○氏。利用目的は普通畑。借賃は、○○○○円。期間は、令和４年

５月 27日から令和９年２月 28日までの約５年間。図面につきましては、24頁をご

参照願います。 

最終頁に調査書がございます、いずれも問題なしとなってございます。以上簡単

ではございますが、議案第 90 号の説明といたします。ご審議の上、ご決定賜わり

ますよう、よろしくお願いいたします。 

 

 

 はい、ありがとうございました。事務局の説明が終わりましたので、次に現地委

員さんの報告をお願いいたします。整理番号１番について、９番渡邉委員さんよろ

しくお願いいたします。 

 

 

９番渡邉です。整理番号１番についての現地調査を、５月 13 日に、齋木委員、

吉田委員、私と事務局で実施しております。上西委員は所用のため欠席しておりま

す。申請地は今まで○○○○氏が利用していた農地であり管理されていた農地で

す。今回、○○○○氏が利用することで調整しております。申請地は農地として利

用されていたため利用には問題なく、今後借り受ける○○さんも農地集約化が図れ

ることから問題なしとしております。以上簡単ではございますが、現地調査の報告

といたします。 

 

  

 はい、ありがとうございました。続きまして、整理番号２番、３番、４番、５番、

６番、一括で４番、江上委員さん、よろしくお願いします。 

 

 

 ４番江上です。整理番号２番から６番についての現地調査を、５月 11 日に塩沢

会長、元山委員、鈴木委員、私と事務局で実施しております。申請地は営農中止し

た、○○○○氏が賃貸借し利用していた農地であり管理されていた農地です。今回、

○○地区で調整協議を行い、○○○○さん、○○○○さんが利用することで調整し

ております。所有者の方たちにも了承を頂いております。申請地は農地として利用

されていたため問題なく、今後借り受ける２名も農地集約化が図れることから問題

なしとしております。以上簡単ではございますが、現地調査の報告といたします。 

 

 

 はい、ありがとうございました。続いて整理番号７番については、１番吉田委員

さん、よろしくお願いします。 

 

 

１番吉田です。整理番号７番についての現地調査を、５月 13 日に、齋木委員、

渡邉委員、私と事務局で実施しております。上西委員は所用のため欠席しておりま

す。申請地は○○○○さんの所有地で今まで○○○○さんが利用していた農地であ

り管理されていた農地です。今回、○○○○さんが利用することで調整しておりま

す。申請地は農地として利用されていたため利用には問題なく、今後借り受ける○

○○○さんも安定した営農をしており、問題なしとしております。以上簡単ではご

ざいますが、現地調査の報告といたします。 
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議 長 

 

はい、ありがとうございました。整理番号８番、９番、10番、11番については継

続でございますので、省略いたします。それではここで質疑を受けたいと思います。

整理番号１番、２番、３番、４番、５番、６番、７番、８番、９番、10番、11番に

ついて、何かご質問ございますか。よろしいですか。 

 

 

異議なし。 

 

 

はい、異議なし、ということで議案第 90 号を決定させていただきます。これで

議案終わりました。その他、皆さんの方から何かございますか。ありませんか。そ

れでは本日、日程１から日程 13までそれぞれ終わりました。これにて第 23回弟子

屈町農業委員会総会を終了いたします。ご苦労様でした。 

 

 

 

 午前 10時 31分 

                        以上顛末と録し、議事録とする。 

 

 

 

議事録署名委員   吉田 真利子 

 

 

議事録署名委員   元山 義久 

 

 


